
№ 関係書類 頁 質　問 回　答

１ 管理運営の基準 ２

　健康相談において、訪問による健康相談の実施があ
りますが、次の点についてご教示下さい。

・訪問を実施する週１日については、曜日を固定して
行うということでよろしいでしょうか。

・訪問は居宅への戸別訪問を想定されているのでしょ
うか。

・訪問の対象地域はどのように考えたらよろしいでしょ
うか。

・訪問を実施する曜日については、固定する必要はあ
りません。

・訪問については、居宅等へ訪問し、健康相談を実施
することを想定しています。

・対象地域については、原則として、施設の所在する
区内及びその隣接区内を想定しています。

２ 管理運営の基準 ５

　デイサービスの入浴サービスの特別浴について、
「車椅子等使用の歩行不安定な利用者に対し、椅子
に座ったままの状態で、入浴を行うことができる機械
浴槽を提供し、」とありますが、ここに示された機械浴
槽については、説明会で配布された備品リストに記載
がありませんでしたので建築設備との認識でよろしい
でしょうか。その場合、更新の場合も修繕対象というこ
とでよろしいでしょうか。

　機械浴槽は建築設備に該当します。ただし、建築設
備を新規に更新する場合は、管理運営の基準１２ペー
ジ「ク　修繕業務」に記載の修繕対象とはなりません。
更新の場合は、管理運営の基準に規定がないため、
市と指定管理者が協議して決定することになります。
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